
97.9％ 98.0％97.6％

203
（199）

203
（199）

203
（198）

　

各
種
料
金
は
、
納
期
限
ま
で
の

納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、

一
部
の
方
に
つ
い
て
は
納
期
限
を

経
過
し
て
も
納
付
を
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

そ
の
場
合
、
督
促
状
や
催
告
書

を
送
付
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
納

付
さ
れ
な
い
場
合
や
納
付
相
談
が

な
い
場
合
は
、
次
の
よ
う
な
対
応

を
取
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

【
水
道
（
簡
易
水
道
）
料
金
の
滞
納
】

　

給
水
停
止
予
告
通
知
書
を
送
付

し
、
指
定
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
場
合
や
納
付
誓
約
を
し
な
い

場
合
に
は
、
や
む
を
得
ず
給
水
停

止
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

も
滞
納
が
解
消
さ
れ
な
い
場
合

は
、
裁
判
所
へ
の
手
続
き
を
行
っ

た
上
で
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
の

手
続
き
を
取
る
こ
と
と
な
り
ま

す
。

【
下
水
道
使
用
料
・
集
落
排
水
使

用
料
・
下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
・
集
落
排
水
事
業
受
益
者

分
担
金
の
滞
納
】

　

財
産
差
押
予
告
通
知
書
を
送
付

し
、
指
定
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
場
合
に
は
、
給
与
や
預
貯
金

な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
行
う
こ
と

と
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
集
落
排
水
使
用
料
に

つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
手
続
き
を

行
っ
た
上
で
差
し
押
さ
え
を
行
う

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

水
道
事
業
は
法
令
に
基
づ
き
、

皆
さ
ま
か
ら
の
料
金
収
入
を
基
本

に
運
営
し
て
い
ま
す
。
安
心
・
安

全
な
水
道
水
を
安
定
的
に
供
給
す

る
た
め
の
施
設
の
更
新
や
維
持
管

理
に
は
、
皆
さ
ま
の
水
道
料
金
が

あ
て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

町
で
は
、
財
源
の
確
保
や
公
平

性
の
観
点
か
ら
、
今
後
も
引
き
続

き
滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
き
ま

す
の
で
、
未
納
の
あ
る
方
は
、
速

や
か
に
納
付
ま
た
は
納
付
相
談
を

お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
納
付
相
談
先
】

・
環
境
水
道
課
業
務
係

　

☎
0
1
3
7
│
63
│
2
0
2
0

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

☎
0
1
3
9
8
│
2
│
3
1
1
1

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
な
ど
の

未
納
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て

水道・簡易水道　料金収納状況の推移

0

50

100

金額
（百万円）

収納率（％）

八雲〈市街地〉 八雲〈市街地以外〉 熊石・簡易水道
R2

0

250

500

収納率（％）

八雲〈市街地〉 八雲〈市街地以外〉 熊石・簡易水道

調定額　　　　（収納額）　　　　収納率（八雲〈市街地〉）　　　　収納率（八雲〈市街地以外〉）　　　　収納率（熊石・簡易水道）

【現年度分】

金額
（百万円）

金額
（万円）

金額
（万円）

【現年度分】

【過年度分】

下水道・集落排水　使用料収納状況の推移

0

15

30

31.1％

12.2％

26.3％
99.0％ 99.4％ 99.4％

99.4％99.3％99.2％
33.7％ 32.1％

21.8％

98.8％98.6％98.6％

収納率（％）

八雲・下水道 八雲・集落排水 熊石・下水道

0

150

300

収納率（％）

八雲・下水道 八雲・集落排水 熊石・下水道

38.3％39.4％

13.8％
22.8％

調定額　　　　（収納額）　　　　収納率（八雲・下水道）　　　　収納率（八雲・集落排水）　　　　収納率（熊石・下水道）

【過年度分】

63
（63）

63
（62）

64
（63）

41
（40）

42
（42）

42
（42）

H30 R1 R2R1H30 R2R1H30 R2H30 R1 R2R1H30 R2R1H30

168
（166）

22
（22）

24
（24）

99.0％98.8％99.1％99.1％99.0％98.9％

R2R1H30 R2R1H30 R2R1H30 R2R1H30 R2R1H30 R2R1H30

25
（25）

25
（25）

21
（21）

21
（21）

172
（171）

172
（170）

465
（144）

61
（10）

211
（55）

11.0％13.2％

213
（23）

221
（29）

52
（10）43

（10）

542
（208）

647
（255）

1,207
（406）

277
（89）

31.3％29.7％

223
（49）

7.0％
10.2％

38.2％36.6％

304
（95）

304
（90）

211
（15）

204
（21）

1,282
（489）

1,255
（459）
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